
   桶川市男女共同参画推進助成金交付要綱  

（平成１３年５月２１日市長決裁）  

（趣旨）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 男 女 共 同 参 画 社 会 の 実 現 に 向 け て 、 深 い 認

識 と 広 い 視 野 を 養 い 、 も っ て 男 女 共 同 参 画 推 進 の た め の 施 策 に

寄与してもらうことを目的 に第 2 条に掲げる研修等に参加する

も の に 対 し 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 助 成 金 を 交 付 す る こ と に 関

し、必要な事項を定めるものとする。  

 （助成対象）  

第２条  助成の対象は、次に掲げるものとする。  

( 1 )  国・県などが主催する男女共同参画推進に関する研 修等  

( 2 )  その他市長が認めた研修等  

 （助成対象者）  

第 ３ 条  助 成 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き る 者 は 、 次 の 各 号 の 条

件をいずれも満たすものとする。  

( 1 )   成人で市内に居住している者  

( 2 )   男女共同参画に関心があり、積極的に学ぶ意欲を持って研修

等に参加できる者  

( 3 )   研修等に参加した成果を、市の男女共同参画推進のための施

策に寄与することができる者  

( 4 )   研修等参加後、桶川市の男女共同参画事業へ積極的に参加・

協力できる者  

 （助成対象経費）  

第 ４ 条  助 成 の 対 象 と な る 経 費 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。  

( 1 )   交 通 費  最 も 経 済 的 な 通 常 の 経 路 及 び 方 法 に よ り 研 修 等 開

催場所まで旅行する場合の交通費をいう。  

( 2 )   参 加 負 担 金  主 催 者 が 開 催 要 領 等 で 示 す 研 修 等 に 参 加 す る



た め に 必 要 な 参 加 者 が 負 担 す べ き 費 用 （ 資 料 代 を 含 む 。 ） を

いう。  

( 3 )   宿 泊 費  宿 泊 を 伴 う 研 修 等 に お い て 、 主 催 者 が 研 修 開 催 要

領等で示す宿泊費をいう。  

 （助成金の額）  

第 ５ 条  助 成 金 の 額 は 、 前 条 に 定 め る 助 成 対 象 経 費 の 合 計 の ２ 分

の １ 以 内 で 予 算 に 定 め る 範 囲 内 と す る 。 （ 1 0 0 円 未 満 の 端 数 が

生じるときは、これを切り捨てた額。）  

２  助 成 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き る 回 数 は 、 １ 人 に つ き １ 年

度に１回までとする。  

 （申請）  

第 ６ 条  助 成 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 桶 川 市 男 女 共 同 参

画 推 進 助 成 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を 研 修 等 へ 参 加 す る ７

日前までに市長に提出しなければならない。  

 （決定通知）  

第 ７ 条  市 長 は 、 前 条 の 申 請 を 受 理 し た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査

し、交付の可否について決定するものとする。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 助 成 金 の 交 付 ま た は 不 交 付 を 決 定 し た と き

は 、 桶 川 市 男 女 共 同 参 画 推 進 助 成 金 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）

により申請者に通知するものとする。  

 （報告）  

第 ８ 条  助 成 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 （ 以 下 、 「 交 付 決 定 者 」

と い う 。 ） は 、 研 修 等 終 了 後 ２ 週 間 以 内 に 、 桶 川 市 男 女 共 同 参

画 推 進 助 成 金 報 告 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な

らない。  

 （助成金の確定）  

第 ９ 条  市 長 は 、 前 条 の 報 告 を 受 理 し た と き は 、 当 該 報 告 に 基 づ



く 助 成 の 額 を 確 定 し 、 桶 川 市 男 女 共 同 参 画 推 進 助 成 金 確 定 通 知

書（様式第４号）により交付決定者に通知するものとする。  

（交付請求）  

第 １ ０ 条  前 条 の 通 知 を 受 け た 交 付 決 定 者 は 、 桶 川 市 男 女 共 同 参

画 助 成 金 請 求 書 （ 様 式 ５ 号 ） に よ り 市 長 に 助 成 金 の 交 付 を 請 求

しなければならない。  

 （補則）  

第 １ １ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 助 成 金 の 交 付 に 関 し 必

要な事項は、市長が別に定める。  

 

附  則  

 この要綱は、決裁の日をもって施行する。  

附  則（令和７年３月３１日市長決裁）  

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  



様式第 1 号（第６条関係）  

 

桶川市男女共同参画推進助成金交付申請書  

 

  年   月   日  

 桶川市長   

                【申請者】  

住所  

                 氏名           

生年月日  

電話番号  

桶川市男女共同参画推進助成金交付要綱第 6 条の規定により、次

のとおり申請します。  

研 修 等 の 名 称   

開 催 場 所   

研 修 等 の 開 催 期 日   

研 修 に 要 す る

費 用  

             円  

内訳  

( 1 )  交通費  

( 2 )  参加負担金  

( 3 )  宿泊費  

助 成 金 申 請 額            円（１００円未満切捨て）  

摘    要   

同意書  

申 請 に あ た っ て は 、 次 の 内 容 を 確 認 の 上 、 □ に レ を 記 入 し て く だ さ い 。  

 

□ 助 成 金 交 付 後 、 桶 川 市 男 女 共 同 参 画 事 業 開 催 等 の 案 内 を 送 付 さ れ る こ

と に 同 意 し ま す 。  



様式第２号（第７条関係）  

 

桶川市男女共同参画推進助成金決定通知書  

 

桶  人  第    号  

 年  月  日  

           様  

 

桶川市長           

 

年   月   日 付 で 申 請 の あ っ た 桶 川 市 男 女 共 同 参 画 推 進

助成金について、交付・不交付を決定したので通知します。  

記  

１  交付決定  

 研 修 等 の 名 称  

 研 修 等 の 開 催 期 日      年   月    日  

 助 成 金 決 定 額 
 

            円  

 摘 要 
    

 

 

２  不交付の理由  

  



様 式 第 ３ 号 （ 第 ８ 条 関 係 ）  

（ 表 ）  

桶 川 市 男 女 共 同 参 画 推 進 助 成 金 報 告 書  

 

  年   月   日  

  桶 川 市 長   

 

住  所   

氏  名   

 

  年   月   日 付 桶 人 第    号 で 通 知 の あ っ た 桶 川 市

男 女 共 同 参 画 推 進 助 成 金 に 係 る 研 修 を 受 講 し た の で 、 下 記 の と

お り 報 告 し ま す 。  

記  

 

 研 修 等 の 名 称  

 研 修 等 の 開 催 期 日      年   月    日  

 研 修 に 要 し た 費 用 

円  

 内 訳  

 ( 1 )  交 通 費         円  

 ( 2 )  参 加 負 担 金       円  

 ( 3 )  宿 泊 費         円  

 助 成 金 決 定 額 円  

  摘        要  



（裏）  

研  修  等  報  告  書  

 

研修等の名称：                        

研修等の開催の期日：     年   月   日（   ）         

 

学 ん だ こ と 、 感 じ た こ と を 踏 ま え 市 の 事 業 に 参 考 と す べ き 点 等

をご記入ください。  

   

                                                                          

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                      

                                      

                               

                               

 



様 式 第 ４ 号 （ 第 ９ 条 関 係 ）  

 

桶 川 市 男 女 共 同 参 画 推 進 助 成 金 確 定 通 知 書  

 

桶  人  第    号  

   年  月  日  

０  

        様  

                桶 川 市 長    

 

年   月   日 付 で 報 告 の あ っ た 桶 川 市 男 女 共 同 参 画 推

進 助 成 金 に つ い て 、 下 記 の と お り 確 定 し た の で 通 知 し ま す 。  

記  

 

研 修 等 の 名 称  

  研修等の開催期日   年   月   日  

  助 成 金 確 定 額           円  

  摘 要   

 

 

 



様式第５号（第１０条関係）  

 

桶川市男女共同参画推進助成金請求書  

                     

                      年   月   日  

 桶川市長   

                住所             

                氏名             

   年   月   日 付 桶 人 第    号 で 確 定 通 知 が あ っ た 助 成

金について、桶川市男女共同参画助成金交付要綱第 1 0 条に基づき、

下記の通り請求します。  

記  

 

助成金請求額             円  

金融機関名  支店名  

 

 

普通・当座  

（いずれかに○） 
口座番号  

 

フリガナ   

口座名義  
 

※  必ず、フリガナ  を記入してください。  

※  口 座 名 義 は 、 通 帳 に 記 載 さ れ て い る と お り に ご 記 入 く だ さ い 。  


